
 

 

 

社会保障・税一体改革大綱【難病関係部分抜粋】 

 

                             ［平成２４年２月１７日閣議決定］ 

 

３．医療・介護等② 

 

（12）難病対策 

 

○ （３）の長期高額医療の高額療養費の見直しのほか、難病患者の長期 

かつ重度の精神的・身体的・経済的負担を社会全体で支えるため、医療費 

助成について、法制化も視野に入れ、助成対象の希少・難治性疾患の範囲 

の拡大を含め、より公平・安定的な支援の仕組みの構築を目指す。 

また、治療研究、医療体制、福祉サービス、就労支援等の総合的な施策 

の実施や支援の仕組みの構築を目指す。 

☆ 引き続き検討する。 
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